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Ⅱ 委員の改選等について 

Ⅲ 議 題 

一次予防施策 一 「健康日本 2 1 」の中間評価一について ( 続 ) 

0 施策の概要について 

0 「健康日本 2 Ⅱ暫定直近実績値の 分析について 

い ) たばこ分野について 

(2) アルコール分野について 

(3) 糖尿病分野について 

(4) 循環器病分野について 

(5) がん分野について 

W  その他 

0 地域保健対策検討会の 設置について ( 報告事項 ) 

0 公衆衛生医師育成・ 確保のための 環境整備に関する 検討会報告書 
について ( 報告事項 ). 
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                              施策の概要参考資料 (1)( たばこ、 アルコール ) 

                              施策の概要参考資料 (2)( 糖尿病、 循環器病、 がん ) 

 
 

「健康日本 2 1 」暫定直近実績値に 係るデータ分析 ( 概要 ) 

「健康日本 2 1 」暫定直近実績値に 係るデータ分析 
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(5) 関係資料 
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                        公衆衛生医師育成・ 確保のための 環境整備に関する 検討会 

報告書について 
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施策の概要 

1. 喫煙が及ぼす 健康影響についての 十分な知識の 昔 及 

0 禁煙週間及び 喫煙しないことが 世界禁煙 一般的な社会習慣となることを デ 一紀 念 シンポジウムの 開催 目指し   世界保健機関 (wHo) が平成元年に 
毎年 5 月 3l 日を「世界禁煙 テ一 」と定めたところであ る。 これを受け、 厚生労働省においても「 世 
界 禁煙チー」に 始まる一週間を「禁煙週間」と 定め、 「世界禁煙デ ー 記念シンポジウム l を 開催す 
るとともに，ポスタ 一の配布等により 正しい知識の 晋 及 啓発を行っている。 

0 ホームページを 活用した情報提供 
厚生労働省のホームベージを 利用してたばこに 関する情報を 国民に提供している。 

0 「喫煙と健康問題に 関する検討会」報告 岳 ( 平成旧年 12 月 ) 
@ 健康日本 21 」の策定を踏まえ、 専門家による 検封を行い、 たばこと健康問題に 関する最新の 

科学的知見を 集積した報告 害 が取りまとめられた。 

2. 未成年者の喫煙防止 
0 未成年者喫煙禁止法 ( 明治 33 年法律第 33 号 ) 

未成年者の喫煙禁止．未成年者にたばこを 販売した者に 対する罰則等を 規定している。 

0 成人靴 別 機能付たばこ 自動販売機の 設置 
日本たばこ協会、 日本自動販売機工業会及び 全国たばこ販売協同組合連合会が、 平成 2C 年年 

からの全国一斉稼働をめざし、 現在，鹿児島県種子島の 1 市 2 町にて試験を 実施している。   
0 未成年者喫煙防止のための 適切なたばこの 販売方法の取組みについて ( 平成 16 年 6 月 28 日 3 省 
庁局長連名通知 )   

年齢確認の登底、 たばこ自動販売機の 適正な管理の 徹底等、 未成年者喫煙防止のための 適 
切 なたばこの販売方法について、 酋察 庁、 財務省及び厚生労働省より 関係業界 克た 通知を発 
出した。 

0 たばこ対策関係省庁連絡会議の 設置 
「たばこ規制枠組条約」を 踏まえ、 関係省庁が密接に 連携してたばこ 対策を促進するため、 平 

成 16 年 6 月 15 日に関係省庁連絡会護を 投げ、 たばこ対策の 充実強化を図るための 体制整備 
を 行った。 
また、 未成年者の喫煙率は．依然として 高辛のまま推移していることから、 関係省庁連絡会議 

幹事会の下に「未成年者喫煙防止対策ワーキンババループ」を 平成 l7 年 l 月 18 日に設置し   
各省庁の密接な 連携の下、 未成年者の喫煙防止対策を 促進することとした。 

    公共の場及び 0 受動喫煙防止対策について 職場における 分煙の撒底及び ( 平成 15 年 効果の高い分煙に 4 月 30 日健康局長通知 関する知識の ) 普及 

  

  
  

健康増進法において、 多数の者が利用する 施設を管理する 者は、 受動喫煙を防止するために 
必要な措置を 講ずるよ う 努めなければならない 旨を規定している。 これを受け、 平成 14 年 6 月に 
策定した分煙効果判定基準報告 害 等を参考にしながら ，適切な受動喫煙防止対策を 推進する 
よう，都道府県等に 対して、 同法の施行に 併せ通知を発出した。 

0 地方自治体庁舎等における 禁煙・分煙の 実施状況調査 
平成 12 年 9 月に、 地方自治体庁舎等の 公共の場及 び 職場を対象に、 禁煙・分煙の 実施状況 

調査を行っており、 その後、 平成 15 年 5 月に健康増進法が 施行されたことを 受け、 施行後約手 
年を経過した 時点 ( 平成 16 年 l 同 5 日現在 ) ての状況を把握するために、 同様の調査を 再度 実 
施し，昨年 l0 月にその結果を 公表した。 

0 たばこ対策緊急特別促進事業 ( 平成 17 年度予定 ) 
都道府県において、 ①地域の関係者で 構成される協議会を 設け、 関係者が連携してたばこ 対 

策 に取り組むこと、 ②受動喫煙対策が 遅れている施設等を 対象とした禁煙・ 分煙指導の強化を 
図ること等に 重点を置いた 対案を支接し ，地域におけるたばこ 対策の推進を 図ることとしてい 
る 。 
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加も募り，講習会を 実施している。 
0 禁煙指導プロバラムの 作成 ( 平成 17 年度予定 ) 

すべての市町村で 禁煙 交 接が実施されるよう、 必要な基礎知識、 指導方法等について、 禁煙 
指導プロバラムを 作成することとしている。 

施策の概要 

5. その他 
0 健康科学総合研究事業 

国民の健康の 増進、 生活習慣病に 着目した疾病予防の 推進のため、 国内外の喫煙の 実態に 
M する研究、 喫煙習慣の改善に 関する研究、 未成年者の喫煙防止に 関する研究等健康影響 と 

喫煙対策の動向に 関する研究を 実施し、 健康日本 21 の目標値の設定等の 基礎資料として 活用 
している。 

0 たばこ対策に 係る組織の拡充 
厚生労働省においてたばこ 対策に関する 体制を強化するほか、 保健医療科学院においてた ば 

こ 政策に係る効果的政策提言と 実践に関する 調査研究体制の 整備を図ることとしている。 

アルコール 

施策の概要 

飲酒は、 急性アルコール 中毒や臓器障害の 原因となることがあ り、 健康に対し大きな 影響を与えるもので 
あ る。 近年、 成人の飲酒による 健康彦 饗 の問題のみならず、 未成年者による 飲酒が問題となっており、 ま 
た 、 アルコールに 関連した問題は、 健康に限らず 交通事故等社会的な 問題にも影響するものであ る。 
「健康日本 2 Ⅱにおいては、 ① 多且 飲酒者の減少、 ②未成年者の 飲酒防止，③節度あ る適度な飲酒に 

ついての知識の 晋 ぬた ついて設定している。 

 
 

事
得
当
 

追
修
 

担
 

増
 
の
 
生
 

康
 
親
衛
 

 
 

 
 

に
ア
 

且
 
0
 

 
 
 
 
2. 未成年者の飲酒防止 

0 未成年者飲酒禁止法 ( 大正Ⅱ 年 法律 第 zo 号 ) 
未成年者の飲酒禁止、 未成年者に酒類を 販売した者に 対する罰則等を 規定している。 

 
 

0 「未成年者飲酒防止強調月間」 ( 平成 13 年 10 月 )   
未成年者飲酒防止強調月間を 投け、 関係省庁が全国的な 広報啓発活動を 行い，国民の 未成年 
者 飲酒防止に M する意識の高揚等を 図っている。 

  0 未成年者飲酒防止に 係る取組について ( 平成 13 年 12 月 28 日 3 省庁局長連名通知 ) 

  

年齢確認の登底、 酒類自動販売機の 適正な管理の 徹底等、 酒類販売における 未成年者飲酒 
防止に係る取組について、 安奈庁、 国税庁及び厚生労働省より 関係業界 宛に 通知を発出した。 

3. 「節度あ る適度な飲酒」の 知識の普及 
0 ホームページを 活用した情報提供 

厚生労働省のホームページを 利用してアルコールに 関する情報を 国民に提供している。 
0 シンポジウムの 開催 

アルコールがもたらす 未成年者への 健康影響 は ついて、 正しい知識を 普及啓発し、 未成年者 
飲酒防止を呼びかけるためのシンポジウムを 開催している。 
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症状がないことが 多く、 放置すると網膜症・ 腎症・神経障害などの 合併症を引き 起こし、 末期には失明し 
たり透析治療が 必要となることがあ る。 さらに、 糖尿病は脳卒中、 虚血性心疾患などの 心血管疾患の 溌 
症 ・進展を促進することも 知られており、 生活の質の低下等を 招いている。 この疾患の対策としては、 発 
症の予防、 早期発見、 合併症の予防が 重要であ る。 
また、 平成 l4 年度に実施した 糖尿病実態調査によると 糖尿病が強く 疑われる人は 約 740 万人、 糖尿 

病の可能性を 否定できない 人を合わせると 約 1. 620 万人と推計され、 前回の調査結果を 上回る結果 @ 
なっている。 
「健康日本 2 Ⅱては、 糖尿病の一次予防の 推進を図る観点から、 生活習慣の改善．糖尿病 有 病者の 

早期発見及 び 治療の継続について 設定しており ，平成 17 年度から開始される 健康フロンティア 戦略に 
おいては、 糖尿病について 発生率の 20% 減少を目標に 掲げている。 
  

Ⅰ 科学的根拠に 基づく糖尿病対策の 推進 

(l) 調査の実施 

0 糖尿病実態調査の 実施 
(5 年毎に調査を 実施。 直近 : 平成 14 年度 ) 

0 国民栄養調査の 実施 (- 平成 14 年 ) 、 国民健康・栄養調査の 実施 ( 平成 15 年 -)( 栄韓 ・ 9 おき ぅ 

野 の 再掲 ) 

(2) 研究の推進 

0 厚生労働科学研究の 推進 

  循環器疾患等総合研究事業 
( 糖尿病対策研究 ) 

糖尿病について、 予防、 診断及び合併症を 含む治療法の 研究等、 従来からの研究事業の 
取組に加え、 将来における 具体的な成果目標を 設定し、 確実な目標達成に 向けた取組を 推 
進 する大規模戦略研究を 平成 17 年度から 5 か 年計画で実施する。 

  

  健康科学総合研究事業  
 

糖尿病をはじめ、 生活習慣病に 着目した疾病予防の 推進のため、 運動・栄養指導等による 
生活習慣病予防対策に 関する研究等を 実施している。   

  医療技術評価総合研究事業 
(E 日 M の手法に基づく 診療ガイドライン ) 
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診療の基準や 指針を明示し 適切な判断を 下せる 

2. 糖尿病に関する 知識の昔 及 啓発 ( 一次予防 ) 

0 糖尿病予防のための 栄養・運動指導マニュアル ( 仮称 ) の策定 ( 平成・ 17 年度 ) 
国民一人ひとりの 食生活や運動に 関する行動変容を 支援し、 生活習慣改善の 実践に繋がるよ 

う 効果的な栄養・ 運動指導を実施するために、 最新の科学的根拠及び 効果的な指安方法を 整理 
するとともに、 糖尿病予防に 重点を置いた 栄養・運動指導マニュアルを 作成し、 普及啓発を実施 寸 

る 。 

0 栄養・食生活に 関する普及啓発 ( 栄養・食生活分野の 再 掲 ) 
  日本人の食事接取基準の 策定 

  食生活指針の 昔 及 啓発 ( 平成 12 年 3 月間 鱗 決定 ) 
  食生活改善推進員による 普及啓発 
  食生活改善普及月間 ( 毎年 l0 月 ) 

    健康づくりのための フードガイド ( 仮称 ) 金環境整備に の策定と普及啓発 関する検討会報告 
喜 ( 平成 lG 年 3 月 ) 
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3. 糖尿病の早期発見 ( こ次予防 ) 及 び 重症化の予防 

0 老人保健事業による 一般健診及び 事後指導 
医療等以外の 保健事業は、 健康手帳 の交付、 健康教育、 健康相談、 健康診査、 機能別棟   

訪問指導の 6 車業からなり、 市町村が， 40 歳以上の住民を 対象として実施している。 健康診 
査は ついては、 基本健康診査項目の 中に血糖検査及び へ モグロビン Alc を取り入れ実施し 
ており、 健康教育については ，個別健康教育のなかで ，糖尿病の個別健康教育を 実施してし 
る 。 
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( 参考 ) 
関係団体による 取組として、 社団法人日本医師会、 社団法人日本糖尿病学会及び 社団法人日本 糖 

尿病 協会において、 糖尿病の発症予防、 合併症防止等の 糖尿病対策をより 一層推進し、 国民の健康の 
増進と福祉の 向上を図ることを 目的とした「糖尿病対策推進会議」を 設置したところであ る。 
また、 社団法人日本末 圭士 会においては、 糖尿病の予防活動に 重点をおいた 活動を行 う ため、 47 部 

道府県栄養士会に「栄養ケア・ステーション」を 設置することとしている。 
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脳血管疾患と 虚血性心疾患を 含む循環器疾患は 、 我が国の死亡原因の 第 2 位及び第 3 位であ り、 全体の 
約 3 割を占めている。 循環器系疾患については、 後遺症のために、 本人の生活の 質の低下を招く 大きな原因 
となっており、 特に脳卒中は、 「寝たきり」の 主要な要因となる 等，循環器病の 罹患率及び死亡率の 改善が一 

循環器病 居重要であ る。 
「健康日本 2 Ⅱでは、 循環器病の一次予防の 観点から，生活習慣の 改善及び循環器病の 早期発見にっ ぃ 

て 目標を設定しており、 平成 17 年度から開始される 健康フロンティア 戦略においては・ 心疾患及び脳卒中村 

  
  策 としてそれぞれ 死亡率の 25% 改善を目標に 掲げている。 
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l. 科学的根拠に 基づく循環器疾患対策の 推進 

(l) 調査の実施 

0 循環器疾患基礎調査の 実施 
我が国における 心臓病、 脳卒中等の成人の 循環器疾患及び 危険因子に関して、 その現状を把 

握し 、 今後の循環器疾患対策の 検討に資することを 目的として実施している。 
い 0 年毎に調査を 実施。 直近 : 平成 1z 年度 ) 

0 国民栄基調査の 実施 (- 平成 l4 年 ), 国民健康・栄養調査の 実施 ( 平成 15 年 - Ⅱ栄養・食生活分野の 
高齢 

(2) 研究の推進 

0 厚生労働科学研究の 推進 

  循環器疾患 守 総合研究事業 
心疾患，脳血管疾患、 それらの背景疾患であ る糖尿病、 高血圧、 高脂血症等の 分野について   

多くの研究者・ 研究施投の参加の 下、 最善かっ標準的な 医療技術の確立を 目指した大規模な 臨 
床 研究を実施している。 
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退勤・栄養指導 

0 循環器病診療施設情報ネットワークの 構築 
全国の研究・ 診療レベルの 施設・地域間の 格差是正を目指すため、 循環器病の各種データベー 

スを構築し，「循環器病診療施設総合支援システム」を 国立循環器病センターと 都道府県にあ る 珂 

方 中核循環器病センターとをネットワーウ 化している。 

 
 

｜
 

 
 

る
な
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

擾
 

 
 

残
し
た
 

て
は
、
 

¥
 

 
 

 
 
 
 
 
 

検
 

 
 

中
 

な
脳
卒
 

器
脳
 

環
 O
 

 
 

  

( 栄養・食生活分野 ) 
0 栄養・食生活に 関する 昔 & 啓発 ( 栄養・食生活分野の 再 掲 ) 
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  フードガイド ( 仮称 ) の策定と普及 啓廃 

( 身体活動・運動分野 ) 
0 運動習慣の定着に 必要な知識の 昔 及 ・啓発 ( 身体活動・運動分野の 再 掲 ) 
  運動所要且及び 運動指針の改定 ( 平成 17 年度 ) 

0 健康増進施設の 認定 ( 身体活動・運動分野の 再 掲 ) 

- 尺一 

施策の概要 
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Occu( 心疾患の集中治療 ) 、 scU( 脳卒中の集中治療 ) 専用病室 ( 施設・設備 ) 整備事業 

  

心臓病及び脳卒中に 対する救急医 瞭 体制の充実を 図るため、 救命救急センター 及び二次救急 
医療施設において、 CCU 専用医療機器・ 専用病室及び Scu 専用医療機器・ 専用病垂を整備して 

 
 

いる。 

0 ドクターヘ リ 導入促進事案 

救命率の向上及び 広域患者搬送を 目的として、 救急患者に早期治療を 開始するとともに、 医療 
機関へ迅速に 搬送する ド ウターヘ リ (K 師が同乗する 救急専用ヘリコプタ 一 ) を救命救急センター 
に 整備している。 
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  l 行幸 の 20% 改善を目標に 掲げている。   

施策の概要 

@. がん研究の推進   
い ) 「対がん 10 ヵ 年総合戦略Ⅱ昭和 59 年度 - 平成 5 年度 ) 

がんの本態解明を 推進するため、 重点研究課題を 設定し研究を 進め、 これまで不明てあ った 

  

数々の発がん 機構の解明がなされ、 本態解明に迫る 成果をあ げた。 
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(2) 「がん克服 新 10 か年 戦略Ⅱ平成 6 年度 - 平成 15 年度 )   
な 治療法の確立等診断・ 治療技術は目覚まし い 進歩を遂げた。 

( 主な成果 ) . 発がんや転移に 関わっているがん 関連遺伝子の 発見 
  肺がんや乳がんに 罹 っていないかを 血液で調べる 方法の開発 
  ヘ りか Lc 丁を用いた肺がんの 早期発見 
  口腔がん、 直腸がん、 膀胱がんなどで 体に負担の少ない 縮小手術の実現 

(3) 「第 3 次 封 かん l0 か 年総合戦略Ⅱ平成 16 年度 - 平成 25 年度 ) 
これまでの 2CW 年にわたる戦略の 推進の結果、 胃がん、 子宮がんによる 死亡卒は低下し、 言が / 

などの生存率は 向上したが、 一方で、 国民の生活習慣の 変化その他により 大腸がん等の 欧米型 
のがんは tg 加を続けている。 
このため、 第 3 次 封 かん l0 か 年総合戦略では、 がんの罹患率と 死亡率の激減を 新たな戦略 目 

標 とし、 更なるがんの 本態解明、 基礎研究の成果を 幅広く予防、 診断、 治療に応用するトランス 
レーショナルリサーチの 推進、 予防・診断・ 治療法の開発及びがんの 実態把握とがん 情報・診断 キ 

術の発信・普及 は ついての研究を 重点的に推進している。 

  第 3 次 封 かん総合戦略研究事業 
更なるがんの 本態解明を進めるとともに、 その成果を幅広く 応用するトランスレーショナ ル   

リサーチの推進、 革新的な予防、 診断、 治療法の開発及び 根拠に基づく 医療の推進を 図る 
ための質の高い 大規模な臨床研究を 実施している。 

  医療技術評価総合研究事業に BM の手法に基づく 診療ガイドライン ) 

2. がん予防の推進 

0 「第 3 次 封 かん l0 か 年総合戦略」 
かみによる罹患率を 減少させるためには、 がん予防の研究成果に 基づき、 国民の生活習慣等 に 

行動変容、 有効ながん検診の 拡充等を図っていくことが 必要であ り、 このため、 がんの有効な 予 n 
法を確立するとともに、 がん予防に関する 知識を広く国民に 周知し、 さらに最新の 研究成果に基 " 
き がん検診の効果を 高めていくこととしている。 

  国立がんセンターがん 予防・検診研究センタ 一における検診事業等の 推進 

  マンモグラフィの 緊急整備事業の 実施 ( 平成 l7 年度から ) 

( たばこ分野 ) 
0 喫煙が及ぼす 健康影響についての 十分な知識の 昔 及 ( たばこ分野の 再 掲 ) 

0
%
 

り
 
。
「
 
ノ
 

 
 

 
 

 
 

0 未成年者の喫煙防止 ( たばこ分野の 再 掲 ) 
0 公共の場や職場における 分煙の徹底及 び 効果の高い分煙に 関する知識の 昔及こばこ分野の B@s) 

 
 

0 禁煙支援プロバラムの 普及 ( たばこ分野の 再 掲 ) 

  

施策の概要 

( 栄養・食生活分里 ヲ ) 

0 栄養・食生活に 関する知識の 普及啓発 ( 栄養，食生活分野の 再 掲 ) 

  食生活指針の 普及啓発 ( 平成 12 年 3 月閣議決定 ) 
  食生活改善推進員による 普及啓発 
  食生活改善普及月間 ( 毎年 10 月 ) 
  健康づくしのための 金 環境整備に関する 検討会報告書 ( 平成 16 年 3 月 ) 
  フードガイド ( 仮称 ) の策定と 晋及 啓発 

( アルコール分野 ) 
0 多量に飲酒する 人の減少 ( アルコール分野の 再 掲 ) 

0 未成年者の飲酒をなくす ( ア /L コール分野の 再 掲 ) 

0 「節度あ る適度な飲酒」の 知識の普及 ( アルコール分野に 別掲 ) 

( がん検診 ) 
0 市町村が実施するがん 検診事業 

老人保健事業におけるがん 検診は，平成 lCW 年度から市町村の 事業として実施しており、 適切な 
がん検診を実施していくための 指針を各自治体等に 示している。 
平成 14 年度の地域保健，老人保健事業報告によると 受診率は 、 胃がんで l3.0% 、 子宮がんで 

l4.6% 、 肺がんで 22.8% 、 乳がんで l2.4% 、 大腸がんで l7 Ⅰ %% となっている。 

0 がん検診に関する 検討会 
市町村において 実施されているがん 検診について、 平成 15 年 l? 月に老健局長の 私的検討会 

であ る「がん検診に 関する検討会」が 設置され個々のがん 検診についての 検討が進められて ぃ 

る 。 平成 l6 年 3 月には、 乳がん及び子宮がん 検診の見直しについて 中間報告がまとめられ、 そ ㏄ 

報告に基づき 指針が見直されたほか、 広く普及啓発事業を 実施している。 また、 現在は、 大腸が メ 

検診について 検討が行われている。 

3. がん医療の向上とそれを 支える社会環境の 整備 
0 「第 3 次 封 かん 10 か 年給合戦略」 

国立がんセンタ 一等のがん研究・ 治療の中核的拠点機能の 強化、 がん医療の「 均 てん化」等を 
強力に進めること 等により全国どこでも 最適ながん医療が 受けられ、 がんの治療率が 向上すると 
ともに、 がん患者の生活の 質は 0 りが向上する 社会を目指す。 
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その標準化と 精度㏄ 

がん診療施設情報ネットワーク 事業 
全国どこでも 質の高いがん 診療が受けられるよう ，平成 6 年度から，医療機関 ( 国立がん セン 

タ一 、 地方中核がんセンタ 一 ) との間で診療情報等のネットワークの 構築を図り、 通常のメディカル 

カンファレンスをはじめ ，病理診断・ 画像診断など 数多くの検討会等を 実施している。 

  地域がん診療拠点病院制度 
質の高いがん 医療の全国的な 均 てん化を目的として、 平成 l3 年度から、 2 次医療 圏に l 力 前程 

度を目安に地域がん 診療拠点病院の 指定を行っており、 現在 l35 か 所の医療機関を 指定してい 
る 。 同病院に対しては、 わが国に多いがん (n 市がめ、 胃がん、 肝がん、 大腸がん、 乳がん等 ) に っ 

き、 地域の医療機関との 連携を図り、 貫の高いがん 医療が提供できるよ う ，研修の実施、 院内が 
ん 登録の整備、 がん情報の提供等必要な 機能を求めている。 
また、 地域がん診療拠点病院制度については、 後述の「がん 医療水準的てん 化の推進に関する 

検討会」で検討されており、 当該検討会の 報告喜を踏まえて 必要な見直しを 行うこととしている。 

0 「がん医療水準的てん 化の推進に関する 検討会」 
第 3 次 封 かん l0 か 年総合戦略及び 健康フロンティア 戦略においても 重要な課題であ るがん 医 

の 「 均 てん化」については、 平成 l6 年 9 月に厚生労働大臣の 懇談会として 検討会を立ち 上げ   
①がん専門医等の 育成 
②各がん専門 E 僚機関の役割分担 
③地域がん診療拠点病院制度のあ り方 
等について検討を 行っており、 本年度未を目途に 報告書を取りまとめることとしている。 
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